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保護者の皆様におかれましては、本町の学校教育へのご理解とともに、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止に向け、様々なご協力いただいていることに感謝申し上げます。 

さて、今後の学校における教育活動の取り扱いについて、町教育委員会としましては、

国や県の動向を踏まえ、次のとおり、対応させていただくこととしましたので、ご承知お

きくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１ 今後の対応 

○ 町内全ての小・中学校において、５月 25 日（月）の学校の完全再開に向けた段階 

的な取組をさらに進め、「学校再開のための準備週間」と位置づけ、５月 18 日（月）

より、毎日、授業を実施します。（給食があり、午後までの実施となります。） 

○ 小学生のスポーツ少年団、中学校の部活動は、５月 18 日（月）より、段階的に再

開します。ただし、対外試合等の交流については、当面の間、禁止とします。） 

２ 各ご家庭での対応 

⑴ 不要不急の外出及び遠出は控えてください。（特に、他の都道府県に移動することは、

自粛するよう、国や県より引き続き要請されております。） 

⑵ 毎朝、お子さんの健康状態の確認(検温等)、咳エチケットや手洗いの指導等を行って

ください。また、発熱や咳などの風邪の症状が継続したり、強いだるさや息苦しさが

見られたりするときは、学校に相談の上、ご自宅での休養の徹底をお願いします。 

⑶ 裏面に「新しい生活様式の実践例」（厚生労働省）を掲載しております。学校でも新

型コロナウイルス感染防止の取組を指導しておりますが、ご家庭でもお子さんにご指

導ください。 

⑷ 今後の状況の変化に応じて、学校から、児童生徒及び保護者の皆様に連絡をとらせ 

ていただくことがありますので、いつでも連絡が取れる体制をとっておいてください。 

３ その他 

○ 放課後子ども教室は、５月１８日（月）より通常通り実施します。 

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止にともなう臨時休校が長期に渡りました。そのこ

とについて、心配されることがありましたら、町教育委員会（８７－３９０７）まで

ご相談ください。 

【参考】 

＜風邪の症状や発熱が続き、新型コロナウイルス感染が心配される場合の対応＞ 

○ お子さんが、熱や咳などの風邪の症状が継続したり、強いだるさ（倦怠感）や息苦

しさ（呼吸困難）があったりするなど、新型コロナウイルス感染の心配がある場合

は、かかりつけ医などの医療機関を受診する前に、高千穂保健所（０９８２－７２－

２１６８）に直接連絡・相談し、受診や対応等の指示を受けてください。また、学校

への連絡もお願いします。 

 

 

 

 

 

これまでの努力を無駄にしない。これからも、 

「子どもたちの学びの場は、 

私たち大人が守る！」 




